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● 【ご案内】短時間労働者を雇用する事業主の皆さま

● 年金だより

● 【ご案内】専門家活用支援事業が利用できます

● 【ご案内】育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

● 9割以上の方が郵送でお手続きをしています！

7

適用事業所数

船舶所有者数

被保険者数

男性

女性

船員

厚生年金 健康保険

58,381 57,806

260 344

510,410人 387,653人

327,330人 270,991人

 2,985人 3,277人

広島県の状況
令和4年5月末

● 無料　健康づくり講座のご案内

● 生活習慣病予防検診を利用されていない事業主の皆様へ

● 被扶養者資格の再確認にご協力ありがとうございました










